
 

 

管
理
職
員
等
の
範
囲
を
定
め
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

 
 

令
和
八
年
三
月
三
十
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

広
島
県
人
事
委
員
会 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

委
員
長 

舩 
 

木 
 

孝 
 

和 

広
島
県
人
事
委
員
会
規
則
第
十
六
号 

管
理
職
員
等
の
範
囲
を
定
め
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

管
理
職
員
等
の
範
囲
を
定
め
る
規
則
（
昭
和
四
十
一
年
広
島
県
人
事
委
員
会
規
則
第
十
一
号
）
の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

次
の
表
の
改
正
前
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
傍
線
で
示
す
よ
う
に

改
正
す
る
。 

改 

正 

後 

改 

正 

前 
 

別
表
第
一
（
第
二
条
関
係
） 

機 

関 

職 

（
略
） 

（
略
） 

知
事
部
局 

理
事 

局
長 

経
営
戦
略
審
議
官 

 

Ｄ
Ｘ
審
議
官 

産
業
政
策
審
議

官 

都
市
建
築
技
術
審
議
官 

危

機
管
理
監 

部
長 

担
当
部
長 

 

審
理
監 

課
長 

担
当
課
長 

健

康
指
導
監 

防
災
航
空
セ
ン
タ
ー

長 

東
部
産
業
支
援
セ
ン
タ
ー
長 

 

企
業
誘
致
担
当
次
長 

担
当
監 

参
事 

経
営
企
画
監 

Ｄ
Ｘ
マ 

ス
タ
ー 

Ｄ
Ｘ
ス
ペ
シ
ャ
リ
ス
ト 

Ｄ
Ｘ
シ
ニ
ア
ア
ソ
シ
エ
イ
ト 

 

Ｄ
Ｘ
ア
ソ
シ
エ
イ
ト 

主
幹 

主 

査 

情
報
主
査 

主
任 

情
報
主 

任 

主
事 

情
報
主
事 

会
計
管
理

部 

会
計
管
理
部
長 

課
長 

出
納
監

察
員 

参
事 

主
幹 

主
査 

 
 

教
育
委
員

会
事
務
局 

教
育
次
長 

理
事 

参
与 

部
長 

 

担
当
部
長 

課
長 

セ
ン
タ
ー

長 

担
当
課
長 

人
事
管
理
監 

職
員
管
理
監 

社
会
教
育
監 

教

育
指
導
監 

校
務
指
導
監 

経
営

企
画
監 

教
育
支
援
推
進
監 

県

立
学
校
改
革
推
進
監 

不
登
校
支

援
セ
ン
タ
ー
長 

人
材
育
成
推
進

監 

課
長
代
理 

副
セ
ン
タ
ー
長 

 

総
務
係
長 

法
務
係
長 

教
育

広
報
係
長 

秘
書
係
長 

企
画
調

整
係
長 

県
立
学
校
人
事
係
長 

小
中
学
校
人
事
係
長 

採
用
定
数

係
長 

行
政
係
長 

給
与
第
一
係

長 

給
与
第
二
係
長 

文
化
財
保 

 
別
表
第
一
（
第
二
条
関
係
） 

機 

関 

職 
（
略
） 

（
略
） 

知
事
部
局 

理
事 

局
長 

経
営
戦
略
審
議
官 

 
Ｄ
Ｘ
審
議
官 

産
業
政
策
審
議

官 
都
市
建
築
技
術
審
議
官 

危

機
管
理
監 

部
長 

担
当
部
長 

 

審
理
監 
課
長 

担
当
課
長 

健

康
指
導
監 
防
災
航
空
セ
ン
タ
ー

長 

東
部
産
業
支
援
セ
ン
タ
ー
長 

 

企
業
誘
致
担
当
次
長 

担
当
監 

参
事 

経
営
企
画
監 
Ｄ
Ｘ
ア 

ソ
シ
エ
イ
ト 

主
幹 
主
査 

主 

任 

主
事 

会
計
管
理

部 

会
計
管
理
部
長 

課
長 

担
当
課

長 

出
納
監
察
員 

参
事 

主
幹 

 

主
査 

 
 

教
育
委
員

会
事
務
局 

教
育
次
長 

理
事 

参
与 

部
長 

 

担
当
部
長 

課
長 

セ
ン
タ
ー

長 

担
当
課
長 

人
事
管
理
監 

職
員
管
理
監 

社
会
教
育
監 

教

育
指
導
監 

校
務
指
導
監 

経
営

企
画
監 

教
育
支
援
推
進
監 

県

立
学
校
改
革
推
進
監 

不
登
校
支

援
セ
ン
タ
ー
長 

人
材
育
成
推
進

監 

課
長
代
理 

副
セ
ン
タ
ー
長 

 

総
務
係
長 

法
務
係
長 

教
育

広
報
係
長 

秘
書
係
長 

企
画
調

整
係
長 

県
立
学
校
人
事
係
長 

小
中
学
校
人
事
係
長 

採
用
定
数

係
長 

行
政
係
長 

給
与
第
一
係

長 

給
与
第
二
係
長 

文
化
財
保 



 

 

護
係
長 

学
校
財
務
係
長 

管
理

係
長 

主
査 

管
理
主
事 

学
校

働
き
方
改
革
推
進
担
当
、
総
務
係

（
人
事
又
は
服
務
を
担
当
す
る
も

の
に
限
る
。
）
、
法
務
係
、
秘
書

係
又
は
教
職
員
課
（
企
画
調
整
係

を
除
く
。
）
の
主
任
及
び
主
事 

   
 

 

（
略
） 
（
略
） 

備
考 １

・
２ 

（
略
） 

３ 

知
事
部
局
の
項
中
「
部
長
」
及
び
「
担
当
部

長
」
と
は
、
特
定
の
事
務
名
を
付
し
た
職
名
の

も
の
を
い
い
、
「
担
当
課
長
」
と
は
、
単
に
担

当
課
長
と
称
す
る
職
名
の
も
の
及
び
特
定
の
事

務
名
を
付
し
た
職
名
の
も
の
を
い
い
、
「
担
当

監
」
と
は
、
特
定
の
事
務
名
を
付
し
た
職
名
の 

も
の
を
い
い
、
「
参
事
」
と
は
、
参
事
の
う
ち
、 

総
務
課
、
秘
書
課
、
人
事
課
、
行
政
管
理
課
、 

職
員
給
与
課
、
福
利
課
、
財
政
課
、
経
営
企
画

チ
ー
ム
、
環
境
県
民
総
務
課
、
健
康
福
祉
総
務

課
、
商
工
労
働
総
務
課
、
農
林
水
産
総
務
課
及

び
土
木
建
築
総
務
課
に
置
か
れ
る
も
の
（
総
務

課
に
あ
っ
て
は
、
情
報
公
開
及
び
個
人
情
報
保

護
又
は
公
益
法
人
の
指
導
監
督
を
担
当
す
る
も

の
を
除
く
。
）
、
財
産
管
理
課
、
税
務
課
及
び

研
究
開
発
課
に
置
か
れ
庶
務
又
は
予
算
を
担
当

す
る
も
の
並
び
に
総
務
局
に
置
か
れ
人
材
マ
ネ

ジ
メ
ン
ト
を
担
当
す
る
も
の
を
い
い
、
「
Ｄ
Ｘ

マ
ス
タ
ー
」
、
「
Ｄ
Ｘ
ス
ペ
シ
ャ
リ
ス
ト
」
、

「
Ｄ
Ｘ
シ
ニ
ア
ア
ソ
シ
エ
イ
ト
」
及
び
「
Ｄ
Ｘ

ア
ソ
シ
エ
イ
ト
」
と
は
、
Ｄ
Ｘ
マ
ス
タ
ー
、
Ｄ

Ｘ
ス
ペ
シ
ャ
リ
ス
ト
、
Ｄ
Ｘ
シ
ニ
ア
ア
ソ
シ
エ

イ
ト
及
び
Ｄ
Ｘ
ア
ソ
シ
エ
イ
ト
の
う
ち
、
職
員

給
与
課
に
置
か
れ
る
も
の
を
い
い
、
「
主
幹
」

及
び
「
主
査
」
と
は
、
主
幹
及
び
主
査
の
う
ち
、

秘
書
課
、
人
事
課
（
安
全
衛
生
管
理
を
担
当
す 

る
も
の
（
グ
ル
ー
プ
リ
ー
ダ
ー
業
務
に
従
事
す

る
も
の
を
除
く
。
）
を
除
く
。
）
、
行
政
管
理

課
、
職
員
給
与
課
、
財
政
課
及
び
経
営
企
画
チ

ー
ム
に
置
か
れ
る
も
の
、
危
機
管
理
課
、
総
務

課
、
地
域
政
策
総
務
課
、
環
境
県
民
総
務
課
、

健
康
福
祉
総
務
課
、
商
工
労
働
総
務
課
、
農
林

水
産
総
務
課
及
び
土
木
建
築
総
務
課
に
置
か
れ

庶
務
を
担
当
す
る
も
の
（
グ
ル
ー
プ
リ
ー
ダ
ー

業
務
に
従
事
す
る
も
の
に
限
る
。
）
、
総
務
課 

に
置
か
れ
予
算
又
は
法
務
を
担
当
す
る
も
の
（ 

グ
ル
ー
プ
リ
ー
ダ
ー
業
務
に
従
事
す
る
も
の
に

限
る
。
）
、
研
究
開
発
課
に
置
か
れ
庶
務
又
は

予
算
を
担
当
す
る
も
の
（
グ
ル
ー
プ
リ
ー
ダ
ー

業
務
に
従
事
す
る
も
の
に
限
る
。
）
並
び
に
総

務
局
に
置
か
れ
人
材
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
を
担
当
す

る
も
の
を
い
い
、
「
情
報
主
査
」
、
「
情
報
主 

護
係
長 

学
校
財
務
係
長 

管
理

係
長 

主
査 

管
理
主
事 

総
務

係
（
人
事
又
は
服
務
を
担
当
す
る

も
の
に
限
る
。
）
、
法
務
係
、
秘

書
係
、
教
職
員
課
（
企
画
調
整
係

を
除
く
。
）
又
は
県
立
学
校
改
革

・
学
校
働
き
方
改
革
推
進
担
当
（

学
校
の
働
き
方
改
革
を
担
当
す
る

も
の
に
限
る
。
）
の
主
任
及
び
主

事 
 

 

（
略
） 

（
略
） 

備
考 

 
 

１
・
２ 

（
略
） 

 
 

３ 

知
事
部
局
の
項
中
「
部
長
」
及
び
「
担
当
部

長
」
と
は
、
特
定
の
事
務
名
を
付
し
た
職
名
の

も
の
を
い
い
、
「
担
当
課
長
」
と
は
、
単
に
担

当
課
長
と
称
す
る
職
名
の
も
の
及
び
特
定
の
事

務
名
を
付
し
た
職
名
の
も
の
を
い
い
、
「
担
当

監
」
と
は
、
特
定
の
事
務
名
を
付
し
た
職
名
の 

も
の
を
い
い
、
「
参
事
」
と
は
、
参
事
の
う
ち
、

総
務
課
、
秘
書
課
、
人
事
課
、
福
利
課
、
財
政 

課
、
経
営
企
画
チ
ー
ム
、
研
究
開
発
課
、
環
境

県
民
総
務
課
、
健
康
福
祉
総
務
課
、
商
工
労
働

総
務
課
、
農
林
水
産
総
務
課
及
び
土
木
建
築
総 

務
課
に
置
か
れ
る
も
の
（
総
務
課
に
あ
っ
て
は
、

情
報
公
開
及
び
個
人
情
報
保
護
又
は
公
益
法
人 

の
指
導
監
督
を
担
当
す
る
も
の
を
除
く
。
）
、

財
産
管
理
課
及
び
税
務
課
に
置
か
れ
庶
務
又
は

予
算
を
担
当
す
る
も
の
並
び
に
総
務
局
に
置
か

れ
人
材
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
を
担
当
す
る
も
の
を
い

い
、
「
Ｄ
Ｘ
ア
ソ
シ
エ
イ
ト
」
と
は
、
Ｄ
Ｘ
ア

ソ
シ
エ
イ
ト
の
う
ち
、
人
事
課
に
置
か
れ
る
も

の
を
い
い
、
「
主
幹
」
及
び
「
主
査
」
と
は
、

主
幹
及
び
主
査
の
う
ち
、
秘
書
課
、
人
事
課
（ 

安
全
衛
生
管
理
を
担
当
す
る
も
の
（
グ
ル
ー
プ

リ
ー
ダ
ー
業
務
に
従
事
す
る
も
の
を
除
く
。
）

を
除
く
。
）
、
財
政
課
及
び
経
営
企
画
チ
ー
ム

に
置
か
れ
る
も
の
、
危
機
管
理
課
、
総
務
課
、

地
域
政
策
総
務
課
、
環
境
県
民
総
務
課
、
健
康

福
祉
総
務
課
、
商
工
労
働
総
務
課
、
農
林
水
産

総
務
課
及
び
土
木
建
築
総
務
課
に
置
か
れ
庶
務

を
担
当
す
る
も
の
（
グ
ル
ー
プ
リ
ー
ダ
ー
業
務

に
従
事
す
る
も
の
に
限
る
。
）
、
総
務
課
に
置

か
れ
予
算
又
は
法
務
を
担
当
す
る
も
の
（
グ
ル 

ー
プ
リ
ー
ダ
ー
業
務
に
従
事
す
る
も
の
に
限
る
。 

 

）
、
研
究
開
発
課
に
置
か
れ
庶
務
又
は
予
算
を

担
当
す
る
も
の
（
グ
ル
ー
プ
リ
ー
ダ
ー
業
務
に

従
事
す
る
も
の
に
限
る
。
）
並
び
に
総
務
局
に

置
か
れ
人
材
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
を
担
当
す
る
も
の

を
い
い
、
「
主
任
」
及
び
「
主
事
」
と
は
、
主

任
及
び
主
事
の
う
ち
、
秘
書
課
及
び
人
事
課
に

置
か
れ
る
も
の
（
人
事
課
に
あ
っ
て
は
、
安
全

衛
生
管
理
を
担
当
す
る
も
の
を
除
く
。
）
並
び

に
総
務
局
に
置
か
れ
人
材
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
を
担

当
す
る
も
の
を
い
う
。 



 

 

任
」
及
び
「
情
報
主
事
」
と
は
、
情
報
主
査
、 

情
報
主
任
及
び
情
報
主
事
の
う
ち
、
職
員
給
与

課
に
置
か
れ
る
も
の
を
い
い
、
「
主
任
」
及
び

「
主
事
」
と
は
、
主
任
及
び
主
事
の
う
ち
、
秘

書
課
、
人
事
課
、
行
政
管
理
課
及
び
職
員
給
与

課
に
置
か
れ
る
も
の
（
人
事
課
に
あ
っ
て
は
、

安
全
衛
生
管
理
を
担
当
す
る
も
の
を
除
く
。
）

並
び
に
総
務
局
に
置
か
れ
人
材
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト

を
担
当
す
る
も
の
を
い
う
。 

４ 

（
略
） 

５ 

会
計
管
理
部
の
項
中
「
参
事
」
と
は
、
会
計

総
務
課
に
置
か
れ
庶
務
又
は
予
算
を
担
当
す
る 

も
の
を
い
い
、
「
主
幹
」
及
び
「
主
査
」
と
は
、

主
幹
及
び
主
査
の
う
ち
、
会
計
総
務
課
に
置
か 

れ
庶
務
又
は
予
算
を
担
当
す
る
も
の
（
グ
ル
ー 

プ
リ
ー
ダ
ー
業
務
に
従
事
す
る
も
の
に
限
る
。 

）
を
い
う
。 

  
 

６ 

（
略
） 

 
 

７ 

教
育
委
員
会
事
務
局
の
項
中
「
担
当
部
長
」

と
は
、
特
定
の
事
務
名
を
付
し
た
職
名
の
も
の

を
い
い
、
「
課
長
」
と
は
、
広
島
県
教
育
委
員

会
職
の
設
置
に
関
す
る
規
則
（
平
成
九
年
広
島

県
教
育
委
員
会
規
則
第
五
号
）
附
則
第
五
項
に

定
め
る
室
長
を
含
む
も
の
と
し
、
「
担
当
課
長

」
と
は
、
特
定
の
事
務
名
を
付
し
た
職
名
の
も

の
を
い
い
、
「
主
査
」
と
は
、
主
査
の
う
ち
、 

学
校
働
き
方
改
革
推
進
担
当
、
管
理
部
経
営
企 

画
担
当
、
総
務
課
（
総
務
係
（
人
事
又
は
服
務 

を
担
当
す
る
も
の
に
限
る
。
）
、
法
務
係
及
び 

秘
書
係
に
限
る
。
）
、
教
職
員
課
（
企
画
調
整 

係
を
除
く
。
）
及
び
教
育
改
革
課
（
県
立
学
校 

改
革
担
当
を
除
く
。
）
に
置
か
れ
る
も
の
を
い 

い
、
「
管
理
係
長
」
と
は
、
管
理
係
長
の
う
ち
、 

生
涯
学
習
課
に
置
か
れ
る
も
の
を
い
う
。 

 

８―

 

（
略
） 

         

４ 

（
略
） 

 
 

５ 

会
計
管
理
部
の
項
中
「
担
当
課
長
」
と
は
、 

単
に
担
当
課
長
と
称
す
る
職
名
の
も
の
を
い
い
、 

「
参
事
」
と
は
、
会
計
総
務
課
に
置
か
れ
庶
務 

又
は
予
算
を
担
当
す
る
も
の
を
い
い
、
「
主
幹 

」
及
び
「
主
査
」
と
は
、
主
幹
及
び
主
査
の
う 

ち
、
会
計
総
務
課
に
置
か
れ
庶
務
又
は
予
算
を 

担
当
す
る
も
の
（
グ
ル
ー
プ
リ
ー
ダ
ー
業
務
に 

従
事
す
る
も
の
に
限
る
。
）
を
い
う
。 

 
 

６ 

（
略
） 

７ 

教
育
委
員
会
事
務
局
の
項
中
「
担
当
部
長
」

と
は
、
特
定
の
事
務
名
を
付
し
た
職
名
の
も
の

を
い
い
、
「
課
長
」
と
は
、
広
島
県
教
育
委
員

会
職
の
設
置
に
関
す
る
規
則
（
平
成
九
年
広
島

県
教
育
委
員
会
規
則
第
五
号
）
附
則
第
四
項
に

定
め
る
室
長
を
含
む
も
の
と
し
、
「
担
当
課
長 

」
と
は
、
特
定
の
事
務
名
を
付
し
た
職
名
の
も 

の
を
い
い
、
「
主
査
」
と
は
、
主
査
の
う
ち
、 

管
理
部
経
営
企
画
担
当
、
総
務
課
（
総
務
係
（ 

人
事
又
は
服
務
を
担
当
す
る
も
の
に
限
る
。
）
、 

法
務
係
及
び
秘
書
係
に
限
る
。
）
、
教
職
員
課 

（
企
画
調
整
係
を
除
く
。
）
及
び
教
育
改
革
課 

（
県
立
学
校
改
革
・
学
校
働
き
方
改
革
推
進
担 

当
（
県
立
学
校
改
革
を
担
当
す
る
も
の
に
限
る
。
） 

を
除
く
。
）
に
置
か
れ
る
も
の
を
い
い
、
「
管 

理
係
長
」
と
は
、
管
理
係
長
の
う
ち
、
生
涯
学 

習
課
に
置
か
れ
る
も
の
を
い
う
。 

８―

 

（
略
） 

 
 

 
 
 

附 

則 

 

こ
の
人
事
委
員
会
規
則
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 


